
掛川市被相続人居住用家屋等確認書交付要領

一 所得税及び個人住民税の特例措置の概要

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋（昭和56年５月31日以前

に建築された家屋（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）第１条の規定に該

当する建物を除く。）であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をして

いた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。）及び当該相続の開始の

直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存す

る権利（以下「被相続人居住用家屋の敷地等」という。）を相続又は遺贈により取得をした個人

が、平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に、下記四の要件を満たす譲渡（当該相

続の開始があった日から同日以後３年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたもの

に限るものとし、法第39条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が１億円を超え

るものを除く。）をした場合には、法第35条第１項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当

するものとみなして、同項の規定（居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除）を適用するも

のである。

この特例措置を受けるためには、譲渡所得の金額の計算に関する明細書、被相続人居住用家

屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書等、被相続人居住用家屋の耐震基準適合

証明書又は建設住宅性能評価書の写し、被相続人居住用家屋等確認書、当該被相続人居住用家

屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書の写し（当該家屋の取壊し、除却又は滅失後

の被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡する場合においては当該被相続人居住用家屋の敷地等の

売買契約書の写し）等を確定申告書に添付することが必要となる。

二 根拠条文等及び参照告示

１ 根拠条文等

租税特別措置法第35条

租税特別措置令第23条

租税特別措置法規則第18条の２

２ 参照告示

平成17年国土交通省告示第393号



平成21年国土交通省告示第685号

平成27年総務省・国土交通省告示第１号

三 適用対象となる家屋の要件

特例措置の適用対象となる被相続人居住用家屋は、相続の開始の直前において当該相続又は

遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋（被相続人が主としてその居住の用に供し

ていたと認められる一の建築物に限る。）で、以下の要件を満たすものとされている。

１ 昭和56年５月31日以前に建築されたものであること

２ 建物の区分所有等に関する法律第１条の規定に該当する建物でないこと

３ 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

四 適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の１又は２の場合に該当する譲渡とされている。

１ 相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋（当該相続の時後に当該被相続人居

住用家屋につき行われた増築、改築（当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした

後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。）、修繕又は模様替に係る部分を

含むものとし、以下の要件を満たすものに限る。）の譲渡又は当該被相続人居住用家屋ととも

にする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等（（１）の要件を

満たすものに限る。）の譲渡をした場合

（１）当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていた

ことがないこと。

（２）当該譲渡の時において現行の耐震基準（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第

３章及び第５章の４に規定する基準又は令第23条に規定する「国土交通大臣が財務大臣と

協議して定める地震に対する安全性に係る基準」（平成28年国土交通省第593号による改正

後の平成17年国土交通省告示第393号により定める基準）に適合するものであること。

２ 相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋（（１）の要件を満たすものに限る。）の

全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における

当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等（（２）及び（３）の要件を

満たすものに限る。）の譲渡をした場合

（１）被相続人居住用家屋が、当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで、事業の



用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

（２）被相続人居住用家屋の敷地等が、当該相続の時から当該譲渡の時まで、事業の用、貸付

けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

（３）被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の被相続人居住用家屋の敷地等が、当該

取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されて

いたことがないこと。

五 適用対象期間

特例措置は、平成28年４月１日から平成31年12月31日までの間に上記四の要件を満たした譲

渡をした場合に適用を受けることができる。

六 掛川市が行う確認

１ 掛川市が確認する内容

掛川市においては、下記２において定める申請書に記載された被相続人の居住の用に供さ

れていた家屋（以下「申請被相続人居住用家屋」という。）及びその敷地等が上記三３及び四

１（１）又は四２（１）から（３）までの要件を満たしていることを確認した上で、被相続

人居住用家屋等確認書（被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表を含

む。以下同じ。）を交付するものとする。この被相続人居住用家屋等確認書の交付に当たって

は、申請者から提出された下記３の書類、空家等対策の推進に関する特別措置法第11条に基

づく空家等に関するデータベース、申請者への必要に応じたヒアリングなどにより確認を行

うものとする。

２ 被相続人居住用家屋等確認申請書の様式及び取扱いについて

掛川市においては、被相続人居住用家屋等確認申請書及び提出された資料に基づき、別記

様式１－１又は１－２により、申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の確認を行うものと

する。

また、確認を行った後、被相続人居住用家屋等確認書に押印し、それを当該申請者に対し

て交付するものとする。

なお、交付の際は、掛川市において交付した被相続人居住用家屋等確認書の写しを保存す



ることとする。

３ 被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類

被相続人居住用家屋等確認書の交付に当たっては、申請者から以下の書類又はその写しの

提出を求め、上記１の内容について確認することとする。

（１）申請被相続人居住用家屋及びその敷地等が上記三３及び四１（１）の要件を満たして

いることの確認に必要な書類

① 被相続人の除票住民票の写し

② 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し（被相続人の死亡時以降、

当該相続人が居住地を２回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを

含む。）

※上記①及び②の書類については、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第12条の２第

１項及び第20条第２項の規定に基づく公用請求により入手した場合には、提出不要とす

ることもできる。

③ 以下の（イ）、（ロ）又は（ハ）の書類（ただし、空家等対策の推進に関する特別措置

法第11条に基づく空家等に関するデータベースに掲載されている家屋であって、以下の書

類で確認する内容が当該データベースで確認できるものについては提出不要とすることも

できる。）

（イ）電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

（ロ）申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業

者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面

の写し（宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。）

（ハ）掛川市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が上記四１（１）の要件を満た

していることを容易に認めることができるような書類

④ 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

（２） 申請被相続人居住用家屋及びその敷地等が上記三３並びに四２（１）及び（２）の要

件を満たしていることの確認に必要な書類

（ただし、③については、平成28年３月31日までに申請被相続人居住用家屋を取壊し、

若しくは除却し、又はそれが滅失していた場合においては、提出可能なものに限る。）

① 被相続人の除票住民票の写し



② 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し

（被相続人の死亡時以降、当該相続人が居住地を２回以上移転している場合には、当該相

続人の戸籍の附票の写しを含む。）

※上記①及び②の書類については、住民基本台帳法第12条の２第１項及び第20条第２項の

規定に基づく公用請求により入手した場合には、提出不要とすることもできる。

③ 以下の（イ）、（ロ）又は（ハ）の書類（ただし、空家等対策の推進に関する特別措置

法第 11条に基づく空家等に関するデータベースに掲載されている家屋であって、以下の

書類で確認する内容が当該データベースで確認できるものについては提出不要とするこ

ともできる。）

（イ）電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書

（ロ）申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地

建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊

しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し（宅地建物取引

業者による広告が行われたものに限る。）

（ハ）申請被相続人居住用家屋の掛川市が、申請被相続人居住用家屋及びその敷地等が

上記四２（１）及び（２）の要件を満たしていることを容易に認めることができるよ

うな書類

④ 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

⑤ 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

（３）上記四２（３）の要件を満たしていることの確認に必要な書類

① 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失

後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

② 申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

③ 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失

後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写

し又は固定資産税の課税明細書の写し

４ 書類の保存期間について

申請者に交付した被相続人居住用家屋等確認書の写し及び上記３の提出書類は、国税通則

法（昭和37年法律第66号）第70条第４項第１号に基づく国税の更正決定等の期限を踏まえ、



適用対象となる譲渡があった年の翌年から７年間は保存することとする。

（例：平成28年に譲渡があったものは、平成36年の年末まで）


